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（趣旨） 

第１条 県は、宮崎県地域医療介護総合確保基金条例（平成 26 年宮崎県条例第 65 号）第１

条に定める基金を活用し、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも住み慣れた

地域において、必要な訪問看護サービスを利用できる体制を整備するために、予算で定め

るところにより、訪問看護事業所の設置者に対し、訪問看護職員を新規雇用し当該職員の

育成を図り、又は訪問看護体制の強化を目的とした訪問看護事業所間の連携のための経費

等に係る補助金を交付するものとし、その交付については、地域医療介護総合確保基金管

理運営要領（平成 26 年９月 12 日付け医政発 0912 第５号厚生労働省医政局長通知）及び補

助金等の交付に関する規則（昭和 39 年宮崎県規則第 49 号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は次の各号によるものとする。 

(１) 「訪問看護」とは、要介護者又は要支援者の居宅において保健師、看護師及び准看護

師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 

(２) 「訪問看護事業所」とは、介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）

第 41 条第１項の規定による知事の指定を受けた訪問看護ステーション及び健康保険法

（大正 11 年法律第 70 号）の指定を受けた病院又は診療所が法第 71 条第１項の規定によ

り、同第 41 条第１項の知事の指定を受けたものとしてみなされる事業所（以下、「みな

し指定事業所」という。）をいう。 

（補助事業者） 

第３条 第１条の補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たす者とする。 

(１) 訪問看護事業所の所在地が宮崎県内にあること。 

(２) 補助金の交付申請時において、訪問看護ステーションの場合にあっては法第 41 条第

１項の知事の指定を受けた後、又はみなし指定事業所にあっては事業所を開設した後、

６月を経過していること。 

(３) 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 321 条の４及び各市町村の条例の規定により、

個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等（宮崎県内に居住

している者に限る。）の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を

開始することを誓約した者。 

(４) 第１条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

若しくは同条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）でないこと又

は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 

(５) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。 

 



２ 補助事業者は公募するものとする。 

（補助対象経費、補助率及び補助額） 

第４条 県補助金の交付の対象となる経費及び補助金額の算定方法は、別表１のとおりとす

る。ただし、対象となる経費は、県補助金の交付の決定のあったときから当該年度内の６

か月間に要したものに限るものとする。 

２ この補助金の交付額は、別表１に掲げる対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して、

少ない方の額に補助率を乗じた額とする。なお、算出された額に 1,000 円未満の端数が生

じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相

当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63

年法律第 108 号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額

に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計

額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減額して申請し

なければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当

額が明らかでない者については、この限りでない。 

 （申請書に添付すべき書類） 

第６条 規則第３条第１号の事業計画書の様式は別記様式第１号、同条第２号の収支予算書

の様式は別記様式第２号によるものとする。 

２ 規則第３条第４号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりと

する。 

(１) 事業計画書（別記様式第１号） 

(２) 収支予算書（別記様式第２号、別記様式第２号の２） 

(３) 就業規則（休暇及び研修に係る規定を含む。）、給与規程の写し（訪問看護職員の増

員を行う場合） 

(４) 納税証明書（県税に未納がないことの証明）（原則として申請を行う日から３か月以

内のもの。写しでも可。） 

(５) 特別徴収実施確認・開始誓約書（義務のある法人の場合）（別記様式第５号） 

(６) 誓約書（別記様式第６号） 

(７) その他知事が必要と認める書類 

（補助条件） 

第７条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 

(１) 主として特定の施設等への訪問看護の提供を行うものではないこと。 

(２) 地域の医師会等との密接な連携・協力が期待できること。 

(３) 訪問車両の購入費用の補助を受けた場合は、車体に事業所名を塗装した上で使用する

こと。 

（４）別表１中「区分」欄に掲げる「Ｉ 人材確保・育成」にかかる事業を行う事業所に

あっては、看護職員を１名以上増員し、かつ実績報告時に看護職員の配置が常勤換算で

５名以上であること。ただし、別表２「区分」欄に掲げる「１ 資質の向上やキャリア

アップに向けた取組」のうち１つ以上、かつ、同表「区分」欄に掲げる「２ 生産性向



上（業務改善及び働く環境改善）のための取組」のうち２つ以上の取組についてそれぞ

れ実施している事業所にあっては、この限りでないとする。 

(５) 別表１中「区分」欄に掲げる「Ｉ 人材確保・育成」にかかる事業を行う事業所にあ

っては、就業規則（休暇及び研修に係る規定を含む。）、給与規程が整備されているこ

と。 

(６) 別表１中「区分」欄に掲げる「Ⅱ 事業所間連携」にかかる事業を行う事業所にあっ

ては、事業所間連携に係る規約等を作成し事業所間で締結すること。また、補助事業終

了後も引き続き事業所間連携の継続及び拡大に取り組み、もって地域の訪問看護体制強

化に努めること。 

(７) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ

ばならないこと。 

(８) 知事が規則第 11 条及び第 12 条の規定により報告を求め、実地調査を行おうとすると

きは、遅滞なくこれに応じること。 

(９) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類

を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後５年間保存しておくこと。た

だし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）に定める期間を経過するま

で保存すること。 

(10) この補助金の交付と対象経費を重複して、国及び本県の他の補助金を受けていないこ

と。 

(11) その他法、規則及びこの要綱の規定に従うこと。 

（申請の取下げ） 

第８条 規則第８条第１項に規定する知事の定める期日は、補助金の交付決定の通知を受領

した日から起算して 10 日を経過した日とする。 

（事業の変更） 

第９条 規則第 10 条第２項の規定により補助事業の内容、経費の配分又は執行計画を変更す

る場合は、訪問看護体制機能強化事業経営基盤強化費補助金変更交付申請書（別記様式第

３号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による訪問看護体制機能強化事業経営基盤強化費補助金変更交付申

請書の提出があったときには、その内容について審査を行い、予算の範囲内で補助額の変

更決定等を行い、申請者に訪問看護体制機能強化事業経営基盤強化費補助金変更交付決定

通知書（別記様式第４号）により通知する。 

（軽微な変更の範囲） 

第 10 条 規則第 10 条第２項ただし書の規定により知事の定める軽微な変更の範囲は、補助

対象経費総額の 20 パーセント以内の変更とする。 

（補助金の交付方法） 

第 11 条 この補助金は、精算払により交付する。 

２ 補助事業者は、前項の規定により県補助金の支払いを受けようとするときは、訪問看護

体制機能強化事業経営基盤強化費補助金請求書（別記様式第７号）を知事に提出しなけれ



ばならない。 

（実績報告） 

第 12 条 規則第 14 条第１項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添

えて、事業の完了の日から起算して 30 日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度

の翌年度の４月 20 日のいずれか早い期日までにしなければならない。 

(１) 事業実績書（別記様式第１号） 

(２) 収支決算書（別記様式第２号、別記様式第２号の２） 

(３) 増員した者に係る雇用契約書（訪問看護職員を増員した場合） 

(４) 訪問車両の購入の補助を受けた場合は、車体に塗装した事業所名が確認できる当該車

両の写真及び訪問車両が軽自動車にあっては検査記録事項の証明又は車検証の写し、普

通乗用車にあっては登録事項等証明書又は車検証の写し 

（５）事業所間連携に係る規約等の写し（事業所間連携に係る事業を行った場合） 

(６) 領収書等の補助対象経費が確認できる資料 

(７) その他知事が必要と認める書類 

２ 第５条第１項ただし書の規定により仕入に係る消費税等相当額を減額しないで交付の申 

請をし、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当 

額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第５条第１項ただし書の規定により仕入に係る消費税等相当額を減額しないで交付の申

請をし、第１項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補

助金に係る仕入に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を仕入に係る消費税

等相当額報告書（別記様式第８号）により速やかに報告し、知事の返還命令を受けて仕入

に係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。 

（書類の提出部数等） 

第 13 条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、それぞれ１部とし、

その様式は、規則に定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。 

 （財産の処分の制限） 

第 14 条 規則第 21 条第１項ただし書並びに同項第２号及び第３号の規定により知事の定め

る期間及び財産の種類は、次のとおりとする。 

  (１） 規則第 21 条第１項ただし書の知事の定める期間 減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている財産については、同令に定めら

れている耐用年数に相当する期間 

  (２) 規則第 21 条第１項第２号及び第３号に定めるもの １件当たりの取得価格又は効用

の増加価格が、単価 30 万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産 

 

附 則 

この要綱は、平成 30 年４月 27 日から施行し、平成 30 年度の予算に係る訪問看護ステーシ

ョン等基盤強化事業費補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年６月２日から施行し、令和３年４月１日以降の令和３年度の予算に

係る訪問看護事業所強化推進事業基盤強化費補助金に適用する。 



附 則 

 この要綱は、令和４年７月 28 日から施行し、令和４年度の予算に係る訪問看護事業所強化

推進事業基盤強化費補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年５月 10 日から施行し、令和６年度の予算に係る訪問看護体制機能強

化事業基盤強化費補助金から適用する。 

 



別表１ 

 

区分 

 

対象経費 

 

 

補助基準額及び 

補助率等 

Ⅰ 人材確保・育成 

  訪問看護事業所

が規模を拡大し、

その基盤を強化す

るため、訪問看護

職員の新規雇用及

び育成等に要する

経費 

 

※備品や消耗品に

ついては、増員した

訪問看護職員に必要

な数に限る。 

 

 

・育成期間に係る当該年度に採用した新規雇用

職員の人件費（給与、社会保険料等） 

・新規雇用職員のＯＪＴ研修（同行訪問）に係

る人件費、旅費 

・人材募集に係る広報費 

・外部からの研修指導者に係る人件費、旅費 

・研修会開催に要する講師謝金及び旅費、研修

に使用する教材費、消耗品費、会場使用料 

・外部団体が開催する研修会等に参加する場合 

の旅費、研修に使用する教材費、消耗品費、 

参加費 

・ＩＣＴ機器（タブレット等）の購入、リース

等に要する経費（事務手数料を含む。） 

・ＩＣＴ機器を活用するため、環境整備に要す

る経費（モバイルルーター、アプリケーショ

ンソフト等） 

・車両購入費 

・備品購入費、消耗品費        

・その他知事が必要と認める経費 

 

補助基準額 

6,000 千円 

 

１／２以内 

上限 3,000 千円 

  

 

 

 

 

 

Ⅱ 事業所間連携 

    安定的なサー

ビス提供を目的

とした訪問看護

事業所間の連携

体制構築及び強

化に要する経費 

 

 

 

・事業所間連携に係る会議等（連携に係る

規約等の作成に向けたワークショップ等

を含む）開催に要する消耗品費、旅費、

会場使用料、講師謝金 

・事業所間連携を目的としたソフトウェア

等の導入に要する使用料等 

・事業所間連携に必要な事務に要する消耗

品費及び備品購入費、事務機器等のリー

ス費用 

・事業所間連携のもと共同で利用する機器

等の備品購入費 

・その他知事が必要と認める経費 

 

 

補助基準額 

6,000 千円 

 

１／２以内 

上限 3,000 千円 

  

 

 

 



【留意事項】 

１ いずれも各補助事業者において、補助事業者の給与規程、旅費規程、経理規程その

他の各種規程に基づき支出することができる経費に限る。 

２ 補助は、年度ごとに申請が可能である。ただし、Ⅰの区分では、同一年度中に事業

所において増員を繰り返した場合であっても、年度中の申請は１回に限る。 

３ 補助区分毎に申請することができる。 

４ Ⅰに係る申請について、補助事業者が複数の訪問看護事業所について申請する場合、

補助金交付申請書は事業所ごとに申請する。 

５ Ⅰに係る補助対象期間は、新規雇用等による増員後６か月間とする。ただし、人件

費などの社会通念上支払いが翌月となり、当該補助金の交付決定のあった年度を超

えて支出された経費についても補助対象とする（交付決定のあった年度の翌年度

の４月 20 日までに支出されたものに限る。）。また、人材募集に係る事業を行う場

合は、募集に係る事業開始から最大６か月間とする。 

６ Ⅰに係る増員する職員は、常勤職員、非常勤職員の別を問わない。また、待機や道

具の保管、着替え等を行うための出張所等で、当該事業所と一体的な運営が行われる

サテライトにおいて勤務する職員を含む。 

７ Ⅰの各対象経費に係る人件費について、新規雇用等により増員した職員の人件費や

当該増員した職員への指導職員等の人件費を対象経費とした場合において、当該増員

した職員又は当該指導職員が訪問看護等に従事したことにより診療報酬又は介護報酬

を得た場合は、当該診療報酬又は介護報酬（利用者負担分を含む。）を対象経費から

控除する。 

８ Ⅰの補助対象となる外部団体が行う研修は、訪問看護職員の資質向上等を図るため

の研修であって、当該分野に関連する研修に限る。具体的には、国、県、市町村、又

は関係機関が行う研修（認定看護師教育機関における研修課程、指定研修機関が実施

する特定行為研修のほか、日本看護協会、宮崎県医師会及び宮崎県看護協会等が実施

する研修）等を想定する（管理者育成のための研修を含む。）。 

９ Ⅱの申請は、連携を行う複数の訪問看護事業所のうち、申請事務を代表する訪問看

護事業所の運営法人が行う。 

10 Ⅱを行う場合は、連携内容を定めた規約等を作成し、事業所間で締結すること。 

11 Ⅱに係る補助対象期間は、補助事業の終了日もしくは年度末までのいずれか早い方

とする。なお、事業所間連携に係る規約等の作成に要する期間も補助対象期間とする

が、補助を行う条件は規約等の作成・締結であることから、実績報告までに本要件を

満たすこと。 

12 Ⅱに係る補助対象経費については、９に掲げる運営法人が支払った経費に限る。 

13 この事業の実施に伴い、寄付金その他の収入を得た場合は、対象経費から控除する。 

14 Ⅰに係る訪問看護事業所の職員が他の事業所の職務を兼務する場合において、補助

事業者以外から給与等が支払われるときは、他の事業に係る給与等は対象経費から控

除するものとし、当該給与等がこの補助事業と他の事業で明確に区分できない場合

は、合理的な方法を用いて按分し計上する。この場合、この補助事業と他の事業への

従事状況を確認できるよう記録し保存する。 

 



別表２ 

 

区分 

 

取組項目 

 

１  資質の向

上やキャリア

アップに向け

た取組 

① ファーストステップ研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対する

マネジメント研修の受講支援等 

② 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

③ エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制

度等導入 

④ 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する

定期的な相談の機会の確保 

２  生産性向

上（業務改善及

び働く環境改

善）のための取

組 

 

① 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業

務改善活動の体制構築（委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又

は外部の研修会の活用等）を行っている 

② 現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査

の実施等）を実施している 

③ ５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の

頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備を行っている 

④ 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作

業負担の軽減を行っている 

⑤ 介護ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情

報端末（タブレット端末、スマートフォン端末等）の導入 

⑥ 介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴

支援、介護業務支援等）又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速

化に資するＩＣＴ機器（ビジネスチャットツールを含む）の導入 

⑦ 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる

環境を整備。特に、間接業務（食事等の準備や片付け、清掃、ベッ

ドメイク、ゴミ捨て等）がある場合は、いわゆる介護助手等の活用

や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う 

 


